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医療 DX 推進体制整備加算における見直しについて 

 

医療ＤＸ推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件が、令和７年１０月から変更となります。 

つきましては下記表をご確認ください。 

 

適用時期 R7.4.1～R7.9.30 R7.10.1～R8.2.28 R8.3.1～R8.5.31 

利用率実績 R7.1～ R7.7～ R7.12～ 

加算 1・4 45％ 60％ 70％ 

加算 2・5 30％ 40％ 50％ 

加算 3・6 15％ 25％ 30％ 

 

※マイナ保険証利用率の登録につきましては下記手順に沿ってマニュアルをご確認ください。 

１．「システムクレオからのお知らせ」より「マニュアル関連」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

２．「診療報酬改定」→「■問い合わせ頻度が高い、、、」→「■マイナ保険証の、、、」の順に選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設基準の設定変更が必要な場合は下記手順に沿ってマニュアルをご確認ください。 

１．「システムクレオからのお知らせ」より「マニュアル関連」を選択する。 

２．「マスタ・システム管理」→「施設基準の設定」の順に選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


